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問問合せ　申申込み

催し物などが中止や延期となる可能性があります。

いただくか、担当部署にお問い合わせください。

危
険
物
に
対
す
る
怖
さ
を
再
認
識

し
、
危
険
物
に
よ
る
事
故
防
止
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
令
和
４
年
度
危
険
物
安
全
週
間

推
進
標
語　

「
一
連
の　

確
か
な

所
作
で　

無
災
害
」

問
消
防
本
部
予
防
課

☎
（２３）
９
９
１
０

初
回
格
安
の
定
期
購
入
に

注
意
！

　

初
回
格
安
商
品
を
１
回
だ
け
と

思
い
注
文
し
た
と
こ
ろ
、
数
週

間
後
に
同
じ
商
品
が
ま
た
届
い

た
。
業
者
に
確
認
す
る
と
定
期
購

入
の
契
約
に
な
っ
て
い
て
解
約
で

き
な
か
っ
た
、
と
い
う
相
談
が
多

く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
購
入
の

き
っ
か
け
は
、
電
話
勧
誘
、
テ
レ

ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
新
聞
折
込
広

告
、
通
販
サ
イ
ト
な
ど
、
多
岐
に

わ
た
り
ま
す
。
値
段
だ
け
に
と
ら

わ
れ
ず
、
契
約
の
内
容
を
き
ち
ん

と
確
認
し
て
か
ら
申
し
込
む
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
（２０）
３
０
１
５

（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
４
時
）

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
（
局
番
な
し
）
１
８
８

　

ま
た
、
投
棄
者
が
分
か
ら
な
い

と
き
は
そ
の
土
地
の
所
有
（
管

理
）
者
が
片
付
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ご
み
を
捨
て
ら
れ
な
い
よ

う
な
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
政
策
課
☎

（２３）
８
１
５
３

６
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は

「
水
道
週
間
」
で
す

　

上
下
水
道
局
で
は
い
つ
で
も
、

安
全
で
安
心
な
お
い
し
い
水
道
水

を
提
供
し
て
い
ま
す
。
熱
中
症
対

策
や
感
染
症
予
防
に
水
道
水
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
令
和
４
年
度
ス
ロ
ー
ガ
ン

　

「
大
切
な　

水
と
一
緒
に　

暮

ら
す
日
々
」

問
上
下
水
道
局
企
業
経
営
課

☎
（２２）
１
６
９
６

６
月
５
日
か
ら
11
日
ま
で
は

「
危
険
物
安
全
週
間
」
で
す

　

私
た
ち
の
身
近
に
は
、
日
常
よ

く
手
に
す
る
も
の
で
危
険
物
と
さ

れ
て
い
る
天
ぷ
ら
油
・
灯
油
・
ガ

ソ
リ
ン
・
油
性
塗
料
・
ス
プ
レ
ー

製
品
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
危
険
物

事
故
の
多
く
は
、
「
慣
れ
に
よ
る

油
断
・
取
り
扱
い
ミ
ス
・
認
識
不

足
な
ど
」
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ

の
機
会
に
、
家
庭
や
職
場
な
ど
で

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
可
能
な
期
間
は
医

療
機
関
に
支
払
い
を
し
た
日
の
翌

日
か
ら
２
年
間
と
な
り
ま
す
の

で
、
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方

は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

問
医
療
保
険
課
☎

（２０）
３
０
２
４

本
市
の
公
示
価
格

　

１
月
１
日
時
点
の
公
示
価
格
が

公
表
さ
れ
ま
し
た
。
公
示
価
格
は
、

国
土
交
通
省
が
公
示
す
る
毎
年
１

月
１
日
時
点
の
標
準
地
の
正
常
な

価
格
（
１
㎡
当
た
り
）
で
、
皆
さ

ん
に
土
地
の
正
常
な
価
格
を
知
っ

て
い
た
だ
き
、
土
地
取
り
引
き
の

目
安
に
し
て
い
た
だ
く
も
の
で

す
。

▼
閲
覧
場
所
＝
都
市
整
備
課
（
５

階
）、
田
沼
・
葛
生
行
政
セ
ン
タ
ー
、

各
支
所
、
各
図
書
館

問
同
課
☎

（２０）
３
１
０
１

６
月
は
ご
み
の
不
法
投
棄

重
点
監
視
月
間
で
す

　

ご
み
の
不
法
投
棄
は
、
法
律
に

よ
り
５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は

１
千
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま
た

は
こ
の
両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。 

ル
ー
ル
を
守
っ
て
正
し
く
ご
み
を

出
し
ま
し
ょ
う
。

ひ
き
こ
も
り
相
談
支
援
を

開
始
し
ま
し
た

　

市
で
は
、
ひ
き
こ
も
り
支
援
の

充
実
に
向
け
、
令
和
４
年
度
か
ら

専
門
相
談
員
を
配
置
し
ま
し
た
。

従
来
の
ポ
ラ
リ
ス
☆
と
ち
ぎ
に
よ

る
出
張
相
談
の
ほ
か
、
市
の
取
り

組
み
と
し
て
、
①
専
門
相
談
員
に

よ
る
定
例
相
談
業
務
（
予
約
制
）

②
ご
家
族
に
よ
る
情
報
交
換
の

場
の
提
供
③
ひ
き
こ
も
り
サ
ポ
ー

タ
ー
と
の
連
携
に
よ
る
本
人
や
家

族
へ
の
支
援
を
実
施
し
ま
す
。
相

談
日
は
21
ペ
ー
ジ
の
各
種
相
談
ガ

イ
ド
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
１
人
で
悩
ま
ず
に
、
ま
ず
は
、

お
電
話
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
障
が
い
福
祉
課
☎

（２０）
３
０
２
５

令
和
元
年
東
日
本
台
風
被
災

者
の
医
療
費
還
付
に
つ
い
て

　

令
和
元
年
東
日
本
台
風
で
被
災

さ
れ
た
方
で
、
佐
野
市
国
民
健
康

保
険
ま
た
は
栃
木
県
後
期
高
齢
者

医
療
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
、

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
、
令
和

元
年
10
月
12
日
か
ら
令
和
２
年
９

月
30
日
ま
で
の
診
療
分
の
医
療
費

を
支
払
っ
た
場
合
、
市
役
所
窓
口

で
申
請
す
る
こ
と
で
、
支
払
っ
た

額
の
還
付
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が

栃 木 消 毒
害虫駆除ならお任せ  技術（技）に自信あり！　

まずは見積もりから 安心プライスで施行致します。
ネズミ・ゴキブリ・シロアリ・ダニ・ハチ・コウモリ等害虫のことなら
何でもご相談ください
※害虫を予防する「環境」についてのご相談も承ります

害虫駆除なら害虫駆除なら 栃木消毒 検索

☎0282-62-5679　090-1816-2266☎0282-62-5679　090-1816-2266

「㈱防除プロジェクト」の
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

最新の情報は市ホームページをご覧

き
ま
す
。
ま
た
、
海
外
に
在
住
す

る
日
本
国
籍
を
持
つ
方
も
国
民
年

金
に
任
意
加
入
可
能
で
す
。

問
医
療
保
険
課
年
金
係

☎
（２０）
３
０
１
９

栃
木
年
金
事
務
所

☎
０
２
８
２

（２２）
６
０
７
４

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

受
講
試
験
案
内
書
の
配
布

　

２
０
２
２
年
度
栃
木
県
介
護
支

援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
案

内
書
を
配
布
し
ま
す
。

▼
配
布
期
間
＝
６
月
１
日

（水）
～
30

日
（木）　

▼
配
布
場
所
＝
介
護
保
険

課
（
１
階
）
、
田
沼
・
葛
生
行
政

セ
ン
タ
ー

問
同
課
☎

（２０）
３
０
２
２

と
ち
ぎ
材
の
家
づ
く
り
支
援

事
業
の
お
知
ら
せ

▼
対
象
＝
県
産
出
材
を
一
定
量
以

上
使
用
し
た
住
宅
の
新
築
・
増
改

築　

▼
補
助
金
額
＝
県
産
出
材

の
使
用
量
に
応
じ
て

（
新
築
）
10
～
40
万

円
（
増
改
築
）
５
～

15
万
円

※
そ
の
他
交
付
条
件
あ
り

問
栃
木
県
林
業
木
材
産
業
課

☎
０
２
８
（
６
２
３
）
３
２
７
７

依
頼
書
」
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
（
課
税
内
容
に
つ
い
て
）

市
民
税
課
☎

（２０）
３
０
０
８

（
口
座
振
替
・
納
税
に
つ
い
て
）

収
納
課
☎

（２０）
３
０
１
０

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
の
40
年
間
、
年
金
保
険

料
を
納
め
た
場
合
に
満
額
の
老
齢

基
礎
年
金
（
令
和
４
年
度
は
年
額

77
万
７
８
０
０
円
）
を
受
給
で
き

ま
す
。
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め

ら
れ
な
か
っ
た
期
間
や
国
民
年
金

に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
期
間
が

あ
り
、
納
付
済
期
間
が
40
年
間
に

満
た
な
い
場
合
、
そ
の
期
間
に
応

じ
て
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
が
、
60
歳
か
ら
65
歳
ま

で
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
、
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

で
、
65
歳
か
ら
受
け
取
る
老
齢
基

礎
年
金
を
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
老
齢
基
礎

年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
保
険
料

の
納
付
済
期
間
や
保
険
料
の
免
除

期
間
な
ど
が
10
年
以
上
必
要
と
な

り
ま
す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た
し

て
い
な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る

ま
で
任
意
加
入
を
す
る
こ
と
が
で

市
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書
を

６
月
13
日
に
発
送
し
ま
す

　

普
通
徴
収
（
現
金
か
口
座
振
替

で
納
付
）
分
と
、
年
金
特
別
徴
収

（
公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
分

の
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

今
年
度
の
税
額
は
、
令
和
３
年
中

の
所
得
を
も
と
に
計
算
し
て
い
ま

す
。
第
１
期
の
納
期
限
は
６
月
30

日
（木）
で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
給
与
特
別
徴

収
（
給
与
か
ら
の
天
引
き
）
分
は

勤
務
先
へ
発
送
し
ま
し
た
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
個
人
情
報
保
護

の
た
め
、
電
話
に
よ
る
お
問
い
合

わ
せ
に
は
回
答
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
窓
口
に
来
庁

す
る
場
合
は
、本
人
確
認
書
類
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
顔
写

真
付
き
の
も
の
）
と
納
税
通
知
書

を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
本
人

以
外
の
代
理
人
（
家
族
含
む
）
の

方
は
、
本
人
自
署
に
よ
る
署
名
と

押
印
の
あ
る
委
任
状
と
、
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

●
納
税
は
「
口
座
振
替
」
で

　

指
定
の
口
座
か
ら
納
期
限
の
日

に
自
動
的
に
引
き
落
と
す
た
め
、

納
め
忘
れ
や
二
重
納
付
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
、
便
利
で
確
実
で
す
。

納
税
通
知
書
同
封
の
「
口
座
振
替

所
得
課
税
証
明
書
の
取
得
は

コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
便
利
で
す

　

６
月
13
日

（月）
（
コ
ン
ビ
ニ
交
付

は
６
月
14
日

（火）
）
か
ら
令
和
４
年

度
の
所
得
課
税
証
明
書
を
発
行
し

ま
す
。
市
役
所
の
窓
口
以
外
で
も

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち

の
方
な
ら
、
一
部
の
コ
ン
ビ
ニ
や

ス
ー
パ
ー
で
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
市
役
所
が
開
い
て
い
な

い
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
や
夜
間
で

も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
利
用

で
き
る
店
舗
や
時
間

な
ど
、
詳
し
い
情
報

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
窓
口
で
の
証
明
書
の
申

請
に
は
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で

す
。
官
公
署
発
行
の
写
真
付
き
の

証
明
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や

運
転
免
許
証
な
ど
）
を
１
つ
ま
た

は
、
顔
写
真
の
付
い
て
い
な
い
も

の
を
２
つ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

本
人
以
外
の
代
理
人
（
家
族
含
む
）

が
申
請
す
る
場
合
は
、
本
人
自
署

に
よ
る
署
名
と
押
印
の
あ
る
委
任

状
と
、
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

が
必
要
で
す
。

問
市
民
税
課
☎

（２０）
３
０
０
８




